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しまねっ子すくすくプラン（島根県こども計画）第５章（変更案） 新旧対照表  

変 更 後 変 更 前 

第５章 教育・保育等の提供及び人材の確保・養成 

 

第４章では、「基本理念Ⅱ 重点推進事項３ 幼児期までのこどもの

育ちの支援（出産後から幼児期まで）」や「基本理念Ⅱ 重点推進事項

７ 子育て当事者への支援」において、「教育・保育等の提供体制の確

保・充実」、「幼児期の教育・保育の質の向上」、「保育士等の人材確保・

育成・処遇改善」、「多様な保育ニーズへの対応」等について、島根県と

しての方向性を示したところです。 

一方、子ども・子育て支援法では、就学前のこどもに対する教育・保

育等が適切に提供されるために提供体制の確保方策や教育・保育に携わ

る保育士、保育教諭、幼稚園教諭、並びに地域子ども・子育て支援事業

に従事する人材の確保や質の向上に必要な支援の内容について、都道府

県計画に具体的に記載し計画的に推進していくことが求められていま

す。 

このため、第５章では、子ども・子育て支援法に定められたこれらの

必須記載事項について、第４章で示した方向性を踏まえ、島根県の取組

内容を示すことにより、質の高い教育・保育等の提供等を着実に推進

し、一人ひとりのこどもの健やかな育ちが保障される環境の整備を図る

こととしました。 

 

１ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域 

（１）趣旨 

子ども・子育て支援法第 62 条の規定に基づき、市町村が定める教

育・保育提供区域を勘案して、教育・保育の量の見込み並びに実施し

ようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定

める単位となる区域を定めます。 

第５章 教育・保育等の提供及び人材の確保・養成 

 

第４章では、「基本理念Ⅱ 重点推進事項３ 幼児期までのこどもの

育ちの支援（出産後から幼児期まで）」や「基本理念Ⅱ 重点推進事項

７ 子育て当事者への支援」において、「教育・保育等の提供体制の確

保・充実」、「幼児期の教育・保育の質の向上」、「保育士等の人材確保・

育成・処遇改善」、「多様な保育ニーズへの対応」等について、島根県と

しての方向性を示したところです。 

一方、子ども・子育て支援法では、就学前のこどもに対する教育・保

育等が適切に提供されるために提供体制の確保方策や教育・保育に携わ

る保育士、保育教諭、幼稚園教諭、並びに地域子ども・子育て支援事業

に従事する人材の確保や質の向上に必要な支援の内容について、都道府

県計画に具体的に記載し計画的に推進していくことが求められていま

す。 

このため、第５章では、子ども・子育て支援法に定められたこれらの

必須記載事項について、第４章で示した方向性を踏まえ、島根県の取組

内容を示すことにより、質の高い教育・保育等の提供等を着実に推進

し、一人ひとりのこどもの健やかな育ちが保障される環境の整備を図る

こととしました。 

 

１ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域 

（１）趣旨 

子ども・子育て支援法第 62 条の規定に基づき、市町村が定める教

育・保育提供区域を勘案して、教育・保育の量の見込み並びに実施し

ようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定

める単位となる区域を定めます。 

（変更案） 

 
資料３ 
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その際、広域利用の実態を踏まえるとともに、教育・保育の認可、

認定を行う際の需給調整の判断基準となることを考慮して設定しま

す。 

 

（２）区域設定                                         

市町村が定める教育・保育提供区域、広域利用の実態等を踏まえ、

県が設定する区域は、全ての認定区分で市町村の区域（１市町村を１

区域）とします。 

 

２ 各年度における教育・保育の量の見込みと提供体制の確保の内

容、実施時期 

 

（１）趣旨                                       

子ども・子育て支援法第 62 条の規定に基づき、各年度における教

育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制

の確保の内容及びその実施時期を定めます。 

 

（２）基本的な考え方                                  

本計画における各年度の教育・保育の量の見込みの算定及び各年度

における提供体制の確保の内容及び実施時期は、各市町村計画におけ

る数値を、県が設定した区域ごとに集計したものとします。 

 

（３）各区域の量の見込み、提供体制の確保内容・実施時期                 

各区域における量の見込み、提供体制の確保内容及び実施時期は以

下のとおりです。 

 

＜島根県全体＞～＜隠岐の島町区域＞ 〔表・略〕 

 

 

 

その際、広域利用の実態を踏まえるとともに、教育・保育の認可、

認定を行う際の需給調整の判断基準となることを考慮して設定しま

す。 

 

（２）区域設定                                         

市町村が定める教育・保育提供区域、広域利用の実態等を踏まえ、

県が設定する区域は、全ての認定区分で市町村の区域（１市町村を１

区域）とします。 

 

２ 各年度における教育・保育の量の見込みと提供体制の確保の内

容、実施時期 

 

（１）趣旨                                       

子ども・子育て支援法第 62 条の規定に基づき、各年度における教

育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制

の確保の内容及びその実施時期を定めます。 

 

（２）基本的な考え方                                  

本計画における各年度の教育・保育の量の見込みの算定及び各年度

における提供体制の確保の内容及び実施時期は、各市町村計画におけ

る数値を、県が設定した区域ごとに集計したものとします。 

 

（３）各区域の量の見込み、提供体制の確保内容・実施時期                 

各区域における量の見込み、提供体制の確保内容及び実施時期は以

下のとおりです。 

 

＜島根県全体＞～＜隠岐の島町区域＞ 〔表・略〕 
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３ 認定こども園の需給調整に関わる特例措置等 

 

（１）認定こども園の普及に係る考え方及び移行に必要な支援   

認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労

状況及びその変化等によらず柔軟にこどもを受入れられる施設である

ことを踏まえ、以下の取組を実施し、市町村の意向も踏まえ、移行を

希望する施設を支援します。 

① 認定こども園へ移行を希望する施設が、既存の補助制度等を円滑

に活用し認定こども園へ移行できるよう支援します。 

② 認可・認定権者として、移行を希望する施設、市町村からの相談

に適切に対応します。 

③ 供給過剰地域であっても、認定こども園へ移行を希望する施設が

移行できるよう「需給調整に係る特例措置」の適切な運用を図り

ます。 

 

（２）需給調整に係る特例措置                              

供給過剰地域であっても、認定こども園へ移行を希望する幼稚園や

保育所が、認定こども園に移行できるよう、「需給調整に係る特例措

置」に基づき、以下のとおり、計画に定める区域の需要量に一定の数

（以下、「計画に定める数」という。）を加えます。 

幼稚園や保育所が、認定こども園へ移行する際は、当該区域の「量

の見込み」と「計画に定める数」の合計数と当該区域の確保方策の合

計数を比較し認可・認定を行います。 

なお、計画に定める数は、今後の移行希望等を勘案し、次のとおり

設定することとします。 

 

＜計画に定める数＞ 〔表・略〕 

 

 

 

３ 認定こども園の需給調整に関わる特例措置等 

 

（１）認定こども園の普及に係る考え方及び移行に必要な支援   

認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労

状況及びその変化等によらず柔軟にこどもを受入れられる施設である

ことを踏まえ、以下の取組を実施し、市町村の意向も踏まえ、移行を

希望する施設を支援します。 

① 認定こども園へ移行を希望する施設が、既存の補助制度等を円滑

に活用し認定こども園へ移行できるよう支援します。 

② 認可・認定権者として、移行を希望する施設、市町村からの相談

に適切に対応します。 

③ 供給過剰地域であっても、認定こども園へ移行を希望する施設が

移行できるよう「需給調整に係る特例措置」の適切な運用を図り

ます。 

 

（２）需給調整に係る特例措置                              

供給過剰地域であっても、認定こども園へ移行を希望する幼稚園や

保育所が、認定こども園に移行できるよう、「需給調整に係る特例措

置」に基づき、以下のとおり、計画に定める区域の需要量に一定の数

（以下、「計画に定める数」という。）を加えます。 

幼稚園や保育所が、認定こども園へ移行する際は、当該区域の「量

の見込み」と「計画に定める数」の合計数と当該区域の確保方策の合

計数を比較し認可・認定を行います。 

なお、計画に定める数は、今後の移行希望等を勘案し、次のとおり

設定することとします。 

 

＜計画に定める数＞ 〔表・略〕 
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（３）認定こども園の目標設置数及び設置時期                       

認定こども園目標設置数は、移行希望はあるものの移行時期を検討

している施設が多いことから、保育所等に対する認定こども園への移

行希望調査結果等を参考として、目標設置数とします。 

 

  ＜区域別の目標設置数＞ 〔表・略〕 

 

（４）教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推進に関する体制の確

保           

幼児期の発達は連続性を有するものであるとともに、一人ひとりの

個人差が大きいことから、発達に応じた子育て支援を安定的に提供し

ていく必要があります。 

また、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役

割を果たしていることを踏まえ、入所している施設に関わらず、質の

高い教育・保育を提供し、こどもの健やかな発達を保障する必要があ

ります。 

県としては、平成 30（2018）年度に設置した島根県幼児教育セン

ターを中心に、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領の確実な実施、幼児教育施設と小学校との円滑

な連携・接続、子育て支援等を幼児教育施設が実施できるよう、県主

催の研修実施、市町村担当による助言・指導への同行支援、市町村主

催の研修を支援等、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業の提供に取り組んでいきます。 

また、「しまねの架け橋期の教育ガイド（令和７（2025）年３月策

定）」も活用しながら、市町村、幼児教育施設、県、家庭（保護者）

及び地域が一体となって幼児教育の質の向上に取り組むよう、理解の

促進を図ります。 

そして、市町村及び幼児教育施設が、幼児教育の質の向上に主体的

に取り組むことができるための体制の整備を支援します。 

 

（３）認定こども園の目標設置数及び設置時期                       

認定こども園目標設置数は、移行希望はあるものの移行時期を検討

している施設が多いことから、保育所等に対する認定こども園への移

行希望調査結果等を参考として、目標設置数とします。 

 

  ＜区域別の目標設置数＞ 〔表・略〕 

 

（４）教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推進に関する体制の確

保           

幼児期の発達は連続性を有するものであるとともに、一人ひとりの

個人差が大きいことから、発達に応じた子育て支援を安定的に提供し

ていく必要があります。 

また、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役

割を果たしていることを踏まえ、入所している施設に関わらず、質の

高い教育・保育を提供し、こどもの健やかな発達を保障する必要があ

ります。 

県としては、平成 30（2018）年度に設置した島根県幼児教育セン

ターを中心に、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領の確実な実施、幼児教育施設と小学校との円滑

な連携・接続、子育て支援等を幼児教育施設が実施できるよう、県主

催の研修実施、市町村担当による助言・指導への同行支援、市町村主

催の研修を支援等、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業の提供に取り組んでいきます。 

また、「しまねの架け橋期の教育ガイド（令和７（2025）年３月策

定）」も活用しながら、市町村、幼児教育施設、県、家庭（保護者）

及び地域が一体となって幼児教育の質の向上に取り組むよう、理解の

促進を図ります。 

そして、市町村及び幼児教育施設が、幼児教育の質の向上に主体的

に取り組むことができるための体制の整備を支援します。 
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４ 乳児等通園支援事業に係る教育・保育等の一体的提供及び教育・

保育等の推進に関する体制の確保 

 

地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後

の受入枠の確保に努めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施

設との連携及び乳児等通園支援事業の利用から教育・保育施設の利用

への円滑な移行を支援します。 

 

５ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

 

市町村による子育てのための施設等利用給付の円滑な実施が行われ

るよう、特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導等の法に

基づく市町村の事務の執行や権限の行使に際し、施設等の所在、運営

状況、監査状況等の情報共有、立入調査への同行、関係法令に基づく

是正指導等を行います。 

また、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、

広域利用の実態を踏まえ、預かり保育事業や認可外保育施設等に係る

基本的な情報について、市町村相互間及び市町村と県での連携を図り

ます。 

 

６ 保育士・保育教諭・幼稚園教諭の確保及び資質の向上に必要な 

支援 

 

（１）趣旨                                       

子ども・子育て支援法第 62 条の規定に基づき、質の高い教育・保

育、地域型保育事業、乳児等通園支援事業及び病児保育事業などの地

域子ども・子育て支援事業を安定的に提供していくためには、それに

従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項

（従事する見込数を含む。）を定めることとされています。 

 

〔新設〕 

 

 

  

 

 

 

 

４ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

 

市町村による子育てのための施設等利用給付の円滑な実施が行われ

るよう、特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導等の法に

基づく市町村の事務の執行や権限の行使に際し、施設等の所在、運営

状況、監査状況等の情報共有、立入調査への同行、関係法令に基づく

是正指導等を行います。 

また、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、

広域利用の実態を踏まえ、預かり保育事業や認可外保育施設等に係る

基本的な情報について、市町村相互間及び市町村と県での連携を図り

ます。 

 

５ 保育士・保育教諭・幼稚園教諭の確保及び資質の向上に必要な 

支援 

 

（１）趣旨                                       

子ども・子育て支援法第 62 条の規定に基づき、質の高い教育・保

育、地域型保育事業＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊及び病児保育事業などの地

域子ども・子育て支援事業を安定的に提供していくためには、それに

従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項

（従事する見込数を含む。）を定めることとされています。 
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（２）保育士・保育教諭・幼稚園教諭の確保                        

質の高い教育・保育、地域型保育事業、乳児等通園支援事業及び病

児保育事業などの地域子ども・子育て支援事業を安定的に提供してい

くためには、保育士、保育教諭、幼稚園教諭を確保することが必要で

す。確保のためには、人材養成及び就業の促進を総合的に推進してい

く必要があることから、総合的な取組を行い、必要見込み人数の確保

を図っていきます。 

なお、既存施設の認定こども園への移行状況等により、必要となる

保育士、保育教諭、幼稚園教諭の数は変動することが予想されること

から、認定こども園への移行状況等を踏まえ適時見直しをすることと

します。 

①教育・保育、地域型保育及び乳児等通園支援を行う者の必要見込み  

 数 

（算定方法） 

ア 令和５年社会福祉施設等調査等の年齢区分別利用児童数から、

最低基準上必要な保育士、保育教諭数を算出 

イ 令和５年社会福祉施設等調査等の保育士、保育教諭数（常勤換

算数）とアの結果を比べ、最低基準にどの程度上乗せされている

か、算出 

ウ イで算出した上乗せ割合が今後も続くものと仮定し、数値を算   

 出 

エ 乳児等通園支援事業の県内市町村別の確保方策に対して、最低

基準上必要な保育士数を算出し、ウの数値に加算 

 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

保育士 4,640 4,516 4,353 4,173 4,041 

保育教諭 436 422 407 387 374 

幼稚園教諭 159 155 149 140 136 

※幼稚園教諭は、国の「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に記載する特定教

 

（２）保育士・保育教諭・幼稚園教諭の確保                        

質の高い教育・保育、地域型保育事業＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊及び病

児保育事業などの地域子ども・子育て支援事業を安定的に提供してい

くためには、保育士、保育教諭、幼稚園教諭を確保することが必要で

す。確保のためには、人材養成及び就業の促進を総合的に推進してい

く必要があることから、総合的な取組を行い、必要見込み人数の確保

を図っていきます。 

なお、既存施設の認定こども園への移行状況等により、必要となる

保育士、保育教諭、幼稚園教諭の数は変動することが予想されること

から、認定こども園への移行状況等を踏まえ適時見直しをすることと

します。 

①教育・保育、地域型保育＊＊＊＊＊＊＊＊＊を行う者の必要見込み

数 

（算定方法） 

ア 令和５年社会福祉施設等調査等の年齢区分別利用児童数から、

最低基準上必要な保育士、保育教諭数を算出 

イ 令和５年社会福祉施設等調査等の保育士、保育教諭数（常勤換

算数）とアの結果を比べ、最低基準にどの程度上乗せされている

か、算出 

ウ イで算出した上乗せ割合が今後も続くものと仮定し、数値を算   

 出 

 〔新設〕 

 

 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

保育士 4,640 4,468 4,306 4,126 3,994 

保育教諭 436 422 407 387 374 

幼稚園教諭 159 155 149 140 136 

※幼稚園教諭は、国の「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に記載する特定教
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育・保育及び特定地域型保育を行う者の見込み数の算出例（改訂版）」を参考に、

「学校基本調査（令和６年度）」に基づく実態を加味して算出 

※エの保育士数は、令和７年 11 月時点の県内市町村の乳児等通園支援の確保方策を

もとに算出 

 

②保育の現状 

令和５（2023）年度に県が実施した「島根県保育士確保等に関す

る実態調査」の結果では、平成 30（2018）年度調査と比較し、県

内全域で保育士の充足率が下がっており、保育士数にゆとりがな

く、勤務の負担が大きくなっています。特に年度中途の保育士確保

はより困難な状況が見受けられます。 

   さらに、保育現場を離職された正規職員のうち、半数が５年未満

で離職しているなど、労働条件、賃金等の処遇の改善及び労働環境

の改善等による保育士の職場定着が課題となっています。 

 

③人材確保の取組 

保育ニーズや保育現場で抱える課題に応え、保育士確保のための

様々な取組を、関係機関と連携しながら積極的に進めます。 

・指定保育士養成施設、保育団体、労働局、県社協等の関係機関で

構成する「島根県保育士・保育所支援センター運営会議」を開催

し、引き続き保育士確保・定着等に関する課題の共有や取組の検

討を行います。 

・新卒者の県内への就業促進のために、修学資金・家賃等の貸付や

県内外の指定保育士養成施設でのガイダンスや就職相談会等を実

施します。また、県外指定保育士養成施設に在籍する学生が県内

で保育実習等を行う際の旅費助成を行います。 

・潜在保育士の再就職支援のために、引き続き保育士・保育所支援

センター、保育士再就職コーディネーター、しまね保育人材バン

クを活用し、就職相談や情報提供、求人保育所とのマッチング等

を行います。 

育・保育及び特定地域型保育を行う者の見込み数の算出例（改訂版）」を参考に、

「学校基本調査（令和６年度）」に基づく実態を加味して算出 

 〔新設〕 

 

 

②保育の現状 

令和５（2023）年度に県が実施した「島根県保育士確保等に関す

る実態調査」の結果では、平成 30（2018）年度調査と比較し、県

内全域で保育士の充足率が下がっており、保育士数にゆとりがな

く、勤務の負担が大きくなっています。特に年度中途の保育士確保

はより困難な状況が見受けられます。 

   さらに、保育現場を離職された正規職員のうち、半数が５年未満

で離職しているなど、労働条件、賃金等の処遇の改善及び労働環境

の改善等による保育士の職場定着が課題となっています。 

 

③人材確保の取組 

保育ニーズや保育現場で抱える課題に応え、保育士確保のための

様々な取組を、関係機関と連携しながら積極的に進めます。 

・指定保育士養成施設、保育団体、労働局、県社協等の関係機関で

構成する「島根県保育士・保育所支援センター運営会議」を開催

し、引き続き保育士確保・定着等に関する課題の共有や取組の検

討を行います。 

・新卒者の県内への就業促進のために、修学資金・家賃等の貸付や

県内外の指定保育士養成施設でのガイダンスや就職相談会等を実

施します。また、県外指定保育士養成施設に在籍する学生が県内

で保育実習等を行う際の旅費助成を行います。 

・潜在保育士の再就職支援のために、引き続き保育士・保育所支援

センター、保育士再就職コーディネーター、しまね保育人材バン

クを活用し、就職相談や情報提供、求人保育所とのマッチング等

を行います。 
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・小中高生を対象に、保育士の仕事に実際に触れる機会の提供や保

育士の魅力発信を目的とした動画の作成・周知等により、将来の

職業選択の参考となるよう取り組みます。 

・離職防止・職場定着のための働きやすい職場づくりの取組支援

や、新人職員研修の実施等、保育士の職場定着を図ります。 

・保育士資格を有していない保育従事者や保育士の幼稚園教諭免許

状の取得及び幼稚園教諭の保育士資格の取得を支援します。 

 

＜主な取組＞ 〔略〕 

 

（３）職員の資質の向上                                 

質の高い教育・保育、地域型保育事業、乳児等通園支援事業及び病

児保育事業などの地域子ども・子育て支援事業の実施に当たって基本

となるのは人材であることから、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の

資質の向上を図る必要があります。 

また、離職防止のための研修の実施等、保育士、保育教諭、幼稚園

教諭等の職場定着を図る必要があります。 

島根県幼児教育センターを中心に、園内研修の支援や研修会の開催

により、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の資質の向上に取り組みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小中高生を対象に、保育士の仕事に実際に触れる機会の提供や保

育士の魅力発信を目的とした動画の作成・周知等により、将来の

職業選択の参考となるよう取り組みます。 

・離職防止・職場定着のための働きやすい職場づくりの取組支援

や、新人職員研修の実施等、保育士の職場定着を図ります。 

・保育士資格を有していない保育従事者や保育士の幼稚園教諭免許

状の取得及び幼稚園教諭の保育士資格の取得を支援します。 

 

＜主な取組＞ 〔略〕 

 

（３）職員の資質の向上                                 

質の高い教育・保育、地域型保育事業＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊及び病

児保育事業などの地域子ども・子育て支援事業の実施に当たって基本

となるのは人材であることから、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の

資質の向上を図る必要があります。 

また、離職防止のための研修の実施等、保育士、保育教諭、幼稚園

教諭等の職場定着を図る必要があります。 

島根県幼児教育センターを中心に、園内研修の支援や研修会の開催

により、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の資質の向上に取り組みま

す。 
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＜保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の資質向上及び職場定着のための

主な取組＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の資質向上及び職場定着のための

主な取組＞  
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〔表・新設〕 

 

 

 

 

保育士
【保育所等】

保育教諭
【幼保連携型認定こども園】

幼稚園教諭
【幼稚園】

島根県私立幼稚園教育研修会
島根県私立幼稚園地区別教育研修会

私立幼稚園の資質向上を図る。

保護者支援・子育て支援

テ
ー

マ
研
修
（

続
き
）

保
育
士
等
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ

プ
研
修

乳児保育

乳児保育に関する理解を深め、適切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた保育を行う力を養
い、他の保育士等に乳児保育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

幼児教育

幼児教育に関する理解を深め、適切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた幼児教育を行う力を
養い、他の保育士等に幼児教育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

障がい児保育

障がい児保育に関する理解を深め、適切な障がい児保育を計画し、個々の子どもの発達の状態に応じた障がい
児保育を行う力を養い、他の保育士等に障がい児保育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能
力を身に付ける。

食育・アレルギー対応

食育に関する理解を深め、適切に食育計画の作成と活用ができる力を養う。アレルギー対応に関する理解を深
め、適切にアレルギー対応を行うことができる力を養う。他の保育士等に食育・アレルギー対応に関する適切
な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

保健衛生・安全対策

保健衛生に関する理解を深め、適切に保健計画の作成と活用ができる力を養う。安全対策に関する理解を深
め、適切な対策を講じることができる力を養う。他の保育士等に保健衛生・安全対策に関する適切な助言及び
指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

保護者支援・子育て支援に関する理解を深め、適切な支援を行うことができる力を養い、他の保育士等に保護
者支援・子育て支援に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

マネジメント

主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う立場に求められる役割と知識を理解し、自園の円滑な運営と保
育の質を高めるために必要なマネジメント・リーダーシップの能力を身に付ける。

そ
の
他

保育士等の働きやすい職場づくりセミナー

保育士等の職場定着を高めるため、保育所等の労務環境の改善等を図るとともに、不適切な保育等防止のため
のセミナーを併せて開催し、「保育の質」向上等を図る。

保育士
【保育所等】

保育教諭
【幼保連携型認定こども園】

幼稚園教諭
【幼稚園】

島根県私立幼稚園教育研修会
島根県私立幼稚園地区別教育研修会

私立幼稚園の資質向上を図る。

保護者支援・子育て支援

テ
ー

マ
研
修
（

続
き
）

保
育
士
等
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ

プ
研
修

乳児保育

乳児保育に関する理解を深め、適切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた保育を行う力を養
い、他の保育士等に乳児保育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

幼児教育

幼児教育に関する理解を深め、適切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた幼児教育を行う力を
養い、他の保育士等に幼児教育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

障がい児保育

障がい児保育に関する理解を深め、適切な障がい児保育を計画し、個々の子どもの発達の状態に応じた障がい
児保育を行う力を養い、他の保育士等に障がい児保育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能
力を身に付ける。

食育・アレルギー対応

食育に関する理解を深め、適切に食育計画の作成と活用ができる力を養う。アレルギー対応に関する理解を深
め、適切にアレルギー対応を行うことができる力を養う。他の保育士等に食育・アレルギー対応に関する適切
な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

保健衛生・安全対策

保健衛生に関する理解を深め、適切に保健計画の作成と活用ができる力を養う。安全対策に関する理解を深
め、適切な対策を講じることができる力を養う。他の保育士等に保健衛生・安全対策に関する適切な助言及び
指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

保護者支援・子育て支援に関する理解を深め、適切な支援を行うことができる力を養い、他の保育士等に保護
者支援・子育て支援に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

マネジメント

主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う立場に求められる役割と知識を理解し、自園の円滑な運営と保
育の質を高めるために必要なマネジメント・リーダーシップの能力を身に付ける。

そ
の
他

保育士等の働きやすい職場づくりセミナー

保育士等の職場定着を高めるため、保育所等の労務環境の改善等を図るとともに、不適切な保育等防止のため
のセミナーを併せて開催し、「保育の質」向上等を図る。

※地域で子育て支援等の仕事に関心を持つ方に対して、必要となる知識や技術等を習得するための研修

子育て支援員
研
修
※

子
育
て
支
援
員

教育・保育施設等で従事する者を確保し、「保育の質」の向上を図るため、子育て支援員研修において必要な
研修を実施する。



- 11 - 

 

 

７ 地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上

に必要な支援 

 

○子ども・子育て支援新制度において、放課後児童健全育成事業に従

事する者の半数は放課後児童支援員であることが求められているこ

とから、放課後児童支援員の認定資格研修を実施していきます。ま

た、放課後児童クラブ運営アドバイスや児童支援ノウハウの助言等

を行う人材を配置し、放課後児童支援員等の質の向上を支援してい

きます。 

○利用者支援事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業等を安定的

に提供していくためには、保育や子育て支援分野に関して必要とな

る知識や技能等を習得した人材を育成することが必要となります。

このため、子育て支援員の養成研修を実施していきます。 

○質の高い地域子ども・子育て支援事業の実施に当たって基本となる

のは人材であることから、放課後児童健全育成事業、ファミリー・

サポート・センター事業等のキャリアアップ研修を実施することに

より、地域子ども・子育て支援事業に従事する者の資質の向上に取

り組みます。 

 

 

６ 地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上

に必要な支援 

 

○子ども・子育て支援新制度において、放課後児童健全育成事業に従

事する者の半数は放課後児童支援員であることが求められているこ

とから、放課後児童支援員の認定資格研修を実施していきます。ま

た、放課後児童クラブ運営アドバイスや児童支援ノウハウの助言等

を行う人材を配置し、放課後児童支援員等の質の向上を支援してい

きます。 

○利用者支援事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業等を安定的

に提供していくためには、保育や子育て支援分野に関して必要とな

る知識や技能等を習得した人材を育成することが必要となります。

このため、子育て支援員の養成研修を実施していきます。 

○質の高い地域子ども・子育て支援事業の実施に当たって基本となる

のは人材であることから、放課後児童健全育成事業、ファミリー・

サポート・センター事業等のキャリアアップ研修を実施することに

より、地域子ども・子育て支援事業に従事する者の資質の向上に取

り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


